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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

による公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正の施行について（通知）

 令和５年の地方分権改革に関する提案募集を受け、第 213 回国会において地域の自主性及び自

立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（令和６年法律第 53号）

が成立し、令和６年６月 19 日に公布されました。同法のうち、公有地の拡大の推進に関する法律

（昭和 47 年法律第 66 号。以下「公拡法」という。）の改正規定の施行期日は、同年９月 19 日と

されています。 

 今回の公拡法の改正は、生産緑地法（昭和 49 年法律第 68 号）第２条第３号に規定する生産緑

地について、同法第 10条（第 10 条の５の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定

に基づく市町村長への買取りの申出（以下「買取りの申出」という。）をした者は、同法第 12 条

の規定に基づく買い取らない旨の通知があった日の翌日から１年間に限り、公拡法第４条第１項

の規定に基づく都道府県知事等への有償譲渡の届出（以下「有償譲渡の届出」という。）を不要と

することにより、生産緑地の所有者及び地方公共団体の負担を軽減し、円滑な土地取引の実現を

図るものです。 

今後の事務の執行に当たっては、下記の点に十分留意の上、その円滑な運用をお願いします。 

また、都道府県にあっては、本通知について貴管内の市町村（指定都市を除く。）にも周知され

るようお願いします。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４（技術的助言）の規定に

基づくものであることを申し添えます。 

記 

第一 改正の趣旨等 

今回の改正の背景、趣旨及び内容は次のとおりです。 

１ 改正の背景 

 生産緑地の所有者がこれを有償で譲渡しようとする場合、買取りの申出と有償譲渡

の届出が重複することがあった。この場合には、土地所有者は公拡法及び生産緑地法

の手続を行わなければならず、地方公共団体は生産緑地法に基づき買い取らない旨の

通知を行った土地について、改めて公拡法に定める買取りの協議に関する手続を行う



必要があった。そのため、土地所有者及び地方公共団体にとって二重の負担となって

いたほか、一定の期間、土地取引が制限されていた。 

 

２ 改正の趣旨及び内容 

 １の状況を踏まえ、公拡法の届出手続の合理化することとし、生産緑地法第 12 条の

規定に基づく買い取らない旨の通知があった日の翌日から１年間に限り、有償譲渡の

届出を不要とすることとした。有償譲渡の届出を不要とする期間を限定しているのは、

公共施設等の適地とされる土地が生産緑地に指定されることから、生産緑地法の手続

においていったん買い取らないと判断した場合でも、都市計画の変更や予算措置の都

合により、一定期間の経過後には買取りの需要が生ずることが考えられることによる。 

 なお、この規定は、同様の趣旨から有償譲渡の届出を不要としている改正後の公拡

法第４条第２項第７号の規定を参考としている。 

 

第二 留意事項 

事務の執行に当たっては、次に掲げる事項について留意されるようお願いします。ま

た、買取りの申出又は有償譲渡の届出を行う可能性がある生産緑地の所有者及び生産緑

地の売買を仲介する宅地建物取引業者等に対して１及び３について周知されるようお願

いします。 

１ 土地所有者が行う公拡法及び生産緑地法の手続について 

（１）有償譲渡の届出を省略するには、買取りの申出を先行して行う必要があること。 

（２）有償譲渡の届出を先行して行ったとしても、買取りの申出が不要となるものではな

いこと。 

 

２ 土地の買取り希望の照会に係る関係部局間の連携について 

（１）令和６年９月 19 日以降に買取りの申出があった生産緑地について、市町村長が買い

取らない場合は、生産緑地法第 11 条第２項の規定に基づき買取りの相手方となるこ

とができ、かつ、公拡法第６条第１項の規定に基づき土地の買取りの協議を行うこと

ができる地方公共団体等（地方公共団体、土地開発公社、港務局、地方住宅供給公社、

地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構）が土地を買い取る機会が損なわれない

よう配慮すること。 

（２）具体的には、生産緑地法担当部局と公拡法担当部局とが十分に連携を図り、生産緑

地法に基づく手続において地方公共団体等である各機関に対して確実に照会し、買取

りの希望の有無を確認すること。 

 

３ 経過措置について 

令和６年９月18日以前に買取りの申出を行った者が土地を有償で譲渡しようとすると

きには、従前のとおり有償譲渡の届出が必要であること。 

以 上 
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